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総合科学技術会議知的財産戦略専門委員会中間まとめ

）（平成 年 月 日決定 （抜粋14 6 19 ）

２．情報通信

（３）インターネット上の国境を越えた知的財産侵害問題

○国境を超えた権利侵害に関する国際ルール（国際私法）については、ハーグ

国際私法会議で条約交渉が開始されたものの、交渉は難航しているところで

ある。この問題は国際的な電子商取引の拡大のためには重要な問題であり、

我が国としても関心をもって対応していくこととし、インターネット関連の

知的財産固有の問題（侵害の定義、侵害地の定義など）についても、産学官

の協調のもとに検討を深める。

４．知的財産制度の国際的側面

○デジタル化・ネットワーク化に対応した著作権保護のため、現在ＷＩＰＯで

検討中の新条約の議論に積極的に参画し、インターネット上での著作物等の

無断複製や送信行為を防ぐための権利や技術的保護手段に係る義務等を明ら

かにする必要がある。

○アジア諸国等における我が国特許・商標・著作権等の保護のために、ＷＩＰ

Ｏの関連条約への加入・実施、並びに知的所有権の貿易関連の側面に関する

協定（ＴＲＩＰＳ協定）の実施を働きかけるとともに、模倣品・海賊版対策

の推進に取り組むべきである。


